
資料―７ 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書 

 

  令和７年２月 28 日に開催した国分寺市地域公共交通会議部会におい

て、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。   

 

記 

 

・協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

１乗車あたり、大人200円均一、小人100円均一、障害者（乗車時に障

害者手帳の提示により）100円均一、前払い、現金、回数乗車券、マル

チ決済、同一ルート内に限り１周を超えない範囲で乗り継ぎ割引を適

用 

 

・運賃を適用する路線又は営業区域 

国分寺市地域バス「ぶんバス」万葉・けやきルート 

 

・適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

１) 令和７年７月１日より実施の予定 

 

・運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 

トーショー交通株式会社 

代表取締役社長  金澤 章年 

 

 

                         令和７年２月 28日 

               国分寺市地域公共交通会議部会 


